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公認指導員養成講習会実施要領

本要領は新規にＪＤＳＦ公認指導員（以下単に「公認指導員」という）資格を取得しようとす

るために行う「講習会」に適用する。

なお、新規指導員認定のための認定試験要項については別に定める。

１．名称

既に公認指導員の資格を取得している者に対する研修会を「ＪＤＳＦ公認指導員への研修会」

（以下単に「研修会」という）と称する。これとは別に、新たに公認指導員を認定するため

の準備段階として開催する勉強会については「ＪＤＳＦ公認指導員養成講習会」（以下単に

「講習会」という）とする。

２．「講習会」の主催及び主管箇所

  「講習会」の主催はＪＤＳＦとする。主管は各ブロックとする。主管については、ブロック内

にて調整し、実質的な実施個所を県単位とすることができる。

３．資格区分

  「競技力指導員」及び「普及指導員」受験希望者を対象とする。

  資格区分については試験前に確認する。指導員認定資格区分は表－1 による。

表－1 指導員認定資格区分

10 ﾀﾞﾝｽ系資格区分 1 2 3 4 5 6 7 8

競 技 歴
SA級、

A級注 1）
A級注 2）

A級注

3）、B級

C級   

D級

1級

以下

無し 無し

技術認定

G1合格
一般

技術認定

HG1合格

初 期 講 習
机上受講

実技免除

机上受講

実技免除
受講 受講 受講 受講 受講 受講

選 考

試 験

机上
レポート

提出
受験 受験 受験 受験 受験 受験 受験

実技 免除 免除 受験 受験 受験 免除 受験 免除

面接 免除 受験 受験 受験 受験 受験 受験 受験

指導員

資 格

競技力 A A B C × × × ×

普及 C 注 4） C 注 4） C 注 4） C 注 4） C C C B
注 1：スタンダード、ラテンのうちどちらかＪＤＳＦ年間全国ダンススポーツランキング 12 位以内の

経験を有する者。

注 2：スタンダード、ラテンのうちどちらかＪＤＳＦ年間全国ダンススポーツランキング 36位以内の

経験を有する者

注 3：資格区分 1、2以外のＪＤＳＦ又はＤＳＣＪＡ級登録経験を有する者。

注 4：本人希望

注 5：競技歴相当の競技実績及び技術認定Ｇ１又はＨＧ1 合格を有する者は、申請により指導部で審

査の上、資格区分を決定する。

４．選考試験免除申請

  表―１資格区分 1、2、6、8 に該当する者は、様式【講】第 6 により申請を行なう。

５．費用分担

    講習会運営にかかる費用については開催主管箇所予算とする。

６．受講資格

  ＪＤＳＦ公認指導員資格を希望する者とする。

７．講習会実施日数

  １回の講習会は 2 日間連続とする。但し、講習会会場確保の関係上での分散開催はこの限り



でない。

８．実施区分

  競技力、普及指導員養成講習会を一括開催する。

９．受講料

  受講料を 10,000 円とし、開催主管箇所予算とする。

10．講習会実施項目

（１）机上講義

（２）実技講義

11．講習会受講の有効期限

    講習会受講完了日から認定試験受験までの有効期限を 4 年間とする。

  経過措置：既受講完了者は、当該講習会受講完了日から 4年間とする。

12．講師

（１）机上講義講師

   「指導部が承認する講師」とする。

（２）実技講義講師

  ・「指導部が承認する講師」とし、原則としてカップルで講義を行う。

・原則としてＪＤＳＦ講師をもって行う。
・競技力Ａ級又は（公財）日本スポーツ協会コーチ 3 資格者とし、指導部が承認する

講師とする。

13. 講習会テキスト

  指導員講習会教本を使用する。ＪＤＳＦより購入価格は 500 円/冊とする。

14．手続き関係

（１）講習会開催予定申請

・各ブロックは所定の様式を使用し、毎年 10 月末までに次年度の講習会開催予定をＪＤＳＦ

に

申請しなければならない。

（２）講習会開催申請

・所定の様式を使用しＪＤＳＦに申請を行う。

（３）講習会開催日の設定

・ＪＤＳＦは講習会の開催日を設定し事前に周知しなければならない。

（４）講習会の報告

・所定の様式を使用し、終了後 10 日以内に電子データにてＪＤＳＦに報告を行う。
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